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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水を保持する水保持部と、前記水を空中に放散する水分放散装置とを備える加湿器であ
って、
　前記水保持部内に配置された第１および第２のイオン吸着電極を含み、
　前記第１のイオン吸着電極は、イオンを可逆的に吸着できる第１の導電性物質を含み、
　前記第２のイオン吸着電極は、イオンを可逆的に吸着できる第２の導電性物質を含み、
　（ｉ）前記水保持部内の前記水の中において前記第１のイオン吸着電極と前記第２のイ
オン吸着電極との間に電圧を印加することによって、前記水の中のイオンを前記第１およ
び第２の導電性物質に吸着させるイオン吸着工程と、
　（ii）前記第１および第２の導電性物質に吸着された前記イオンを前記水保持部内の前
記水に放出させるイオン放出工程とが行われ、
　加湿器の運転中において、前記第１および第２の導電性物質の全部が、前記水保持部内
の前記水の中に浸漬している状態に維持され、
　前記第１および第２の導電性物質が活性炭を含む、加湿器。
【請求項２】
　前記水分放散装置が、前記水保持部から供給された前記水を空中に放散する装置である
、請求項１に記載の加湿器。
【請求項３】
　前記水保持部が、前記水を保持する着脱自在な給水容器を含み、
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　前記第１および第２のイオン吸着電極が前記給水容器内の下部に配置されている、請求
項１または２に記載の加湿器。
【請求項４】
　前記給水容器中の前記水を前記水分放散装置に移動するための取水口が前記給水容器に
形成されており、
　前記取水口は、前記第１の導電性物質の最上部および前記第２の導電性物質の最上部の
いずれよりも上に位置している、請求項３に記載の加湿器。
【請求項５】
　前記加湿器は、前記第１の導電性物質の最上部および前記第２の導電性物質の最上部の
いずれよりも上の所定の高さに前記給水容器中の水の水位が到達したことを検知するセン
サをさらに備える、請求項３に記載の加湿器。
【請求項６】
　前記水保持部が、前記水を保持する給水容器と、前記給水容器と前記水分放散装置との
間に配置されたイオン除去槽とを含み、
　前記第１および第２のイオン吸着電極が前記イオン除去槽の中に配置されている、請求
項１または２に記載の加湿器。
【請求項７】
　前記イオン放出工程は、前記第１のイオン吸着電極と前記第２のイオン吸着電極との間
に、前記イオン吸着工程における電圧印加方向とは逆の方向に電圧を印加するか、または
、前記第１のイオン吸着電極と前記第２のイオン吸着電極とを短絡することによって行わ
れる、請求項１～６のいずれか１項に記載の加湿器。
【請求項８】
　前記水の電気伝導度を測定するためのセンサをさらに備え、
　前記センサが前記水保持部の中に配置されている請求項１～７のいずれか１項に記載の
加湿器。
【請求項９】
　前記第１のイオン吸着電極と前記第２のイオン吸着電極との間に配置された金属電極を
さらに備え、
　前記第１および第２のイオン吸着電極から選ばれる少なくとも１つの電極と前記金属電
極との間に前記金属電極の表面で前記水の電気分解が生じるように電圧を印加することに
よって前記水保持部内の前記水を殺菌する、請求項１～８のいずれか１項に記載の加湿器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加湿器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　加湿器の加湿方式には、加熱式（スチーム式）、気化式（ヒートレスファン式）、加熱
式と気化式のハイブリッド式、超音波式といった複数の方式がある。一般的に、いずれの
方式の加湿器も給水タンクを備え、その給水タンクから加湿器に水が供給される。
【０００３】
　加湿器の水には通常、水道水が用いられるため、加湿器の水は、カルシウムイオンやマ
グネシウムイオンなどの様々なイオンを含んでいる。加湿器から放散される水蒸気や水滴
にこれらのイオンが含まれると、カルシウム塩やマグネシウム塩などが家具や窓ガラスに
付着するという問題が生じる。また、加熱式などの加湿器では、水蒸気や水滴の吹き出し
口にスケール（ｓｃａｌｅ）が堆積するため、定期的にスケールを除去する必要があった
。
【０００４】
　これらの問題を解決するために、イオンを除去するためのイオン交換樹脂を備える加湿
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器が提案されている（特許文献１～３）。また、イオンを除去するための人工ゼオライト
を備える加湿器が提案されている（特許文献４）。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１０３７２０号公報
【特許文献２】特開平１１－２０１５０８号公報
【特許文献３】特開２００８－８９２１１号公報
【特許文献４】特開２００７－３０３６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、イオン交換樹脂は、使用によってイオン交換能が低下する。そのため、一定期
間ごとに、イオン交換樹脂の再生または交換が必要である。イオン交換樹脂の再生には多
量の酸、アルカリまたは塩化ナトリウムなどを必要とする。そのため、イオン交換樹脂を
加湿器内で再生することは難しく、一般的には交換することが必要である。一方、イオン
交換樹脂を交換するのは、コストや手間の点でユーザの負担が大きい。同様に、人工ゼオ
ライトも交換が必要であり、コストや手間の点でユーザの負担が大きい。
【０００７】
　このような状況において、本発明は、水分放散装置に供給される水の中のイオン濃度を
低減でき、保守が容易な加湿器を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の加湿器は、水を保持する水保持部と、前記水保持部
から供給された前記水を空中に放散する水分放散装置とを備える加湿器であって、前記水
保持部内に配置された第１および第２のイオン吸着電極を含む。前記第１のイオン吸着電
極は、イオンを可逆的に吸着できる第１の導電性物質を含み、前記第２のイオン吸着電極
は、イオンを可逆的に吸着できる第２の導電性物質を含む。（ｉ）前記水保持部内の前記
水の中において前記第１のイオン吸着電極と前記第２のイオン吸着電極との間に電圧を印
加することによって、前記水の中のイオンを前記第１および第２の導電性物質に吸着させ
るイオン吸着工程と、（ii）前記第１および第２の導電性物質に吸着された前記イオンを
前記水保持部内の前記水に放出させるイオン放出工程とが行われる。前記イオン吸着工程
から前記イオン放出工程に移行する際に、前記第１の導電性物質の少なくとも一部および
前記第２の導電性物質の少なくとも一部の両方が、前記水保持部内の前記水の中に浸漬し
ている状態に維持される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の加湿器では、水分放散装置に供給される水の中のイオン濃度を低減できる。そ
のため、本発明によれば、加湿器内でのスケールの発生を防止でき、また、加湿器から発
せられる水蒸気や水滴にカルシウム塩やマグネシウム塩などの塩が含まれることを防止で
きる。本発明の加湿器は、イオン除去に用いられる電極を簡単に再生できるため、保守が
容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の説明では、本発明の実施形
態について例を挙げて説明するが、本発明は以下で説明する例に限定されない。以下の説
明において特定の数値や特定の材料を例示する場合があるが、本発明の効果が得られる限
り、他の数値や他の材料を適用してもよい。
【００１１】
　［加湿器］
　本発明の加湿器は、水を保持する水保持部と、その水保持部から供給された水を空中に
放散する水分放散装置とを備える。本発明の加湿器は、水中のイオンを除去するためのイ
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オン吸着電極をさらに備える。本発明の加湿器は、家庭、ホテル、病院などの生活環境や
、印刷工場や食品工場など、様々な環境で使用できる。また、本発明の加湿器は、工業製
品や食品を製造する装置などの他の機器に組み込まれてもよい。
【００１２】
　［水保持部］
　水保持部は、水分放散装置に供給する水を保持部する部分である。水保持部は、給水容
器、給水経路および貯水槽から選ばれる少なくとも１つを含み、さらに他のものを含んで
もよい。給水容器は、水を安定に保持できる容器である。一例の給水容器は、加湿器本体
から取り外し可能な容器（給水タンク）である。そのような給水容器は、水道の蛇口から
直接水を入れることが容易である。
【００１３】
　［水分放散装置］
　水分放散装置は、水分を、水蒸気または微少な水滴の形態で空中に放散する。水分放散
装置には、公知の装置を用いることができる。たとえば、加熱式（スチーム式）や気化式
（ヒートレスファン式）の水蒸気発生装置を用いることができる。また、超音波式の噴霧
装置を用いることもできる。また、これらから選ばれる複数の装置を組み合わせた装置を
用いることもでき、たとえば、加熱式と気化式を組み合わせたハイブリッド式の水蒸気発
生装置を用いることもできる。
【００１４】
　加熱式の水蒸気発生装置は、水が供給される容器と、その容器内に配置されたヒータと
を備える。容器内の水をヒータによって加熱することによって、水蒸気が発生する。
【００１５】
　気化式の水蒸気発生装置は、吸水して水の表面積を広げる吸水部材と、吸水部材に送風
するためのファンとを備える。吸水した吸水部材に送風することによって、水蒸気が発生
する。吸水部材には、目の細かいネット、不織布、織布などを用いることができる。一例
では、容器内の水の一部に吸水部材の一部が浸漬される。この場合、水が吸水部材に吸い
上げられることによって、吸水部材の全体に水が供給される。
【００１６】
　超音波式の噴霧装置は、超音波発生装置を備える。容器内に供給された水に超音波を印
加することによって、水が霧状に放散される。
【００１７】
　［イオン吸着電極］
　本発明の加湿器は、水保持部内に配置された第１および第２のイオン吸着電極を含む。
第１のイオン吸着電極は、イオンを可逆的に吸着できる第１の導電性物質を含む。第２の
イオン吸着電極は、イオンを可逆的に吸着できる第２の導電性物質を含む。
【００１８】
　第１および第２の導電性物質は、それぞれ、可逆的にイオンを吸着できる物質であり、
吸着したイオンを放出させることが可能である。第１および第２の導電性物質には、比表
面積が大きい物質を用いることができる。好ましい一例では、第１および第２の導電性物
質は、導電性の炭素材料（たとえば活性炭）を含む。第１および第２の導電性物質は、粒
状活性炭を凝集させることによって形成された導電性シートであってもよい。また、第１
および第２の導電性物質は、粒状活性炭と導電性カーボンとを凝集させることによって形
成された導電性シートであってもよい。また、第１および第２の導電性物質は、活性炭粒
子を固めて形成された活性炭ブロックであってもよい。また、第１および第２の導電性物
質は、活性炭繊維クロス、すなわち、活性炭繊維を用いて形成されたクロス（ｃｌｏｔｈ
）であってもよい。活性炭繊維クロスとしては、たとえば、日本カイノール株式会社製の
ＡＣＣ５０９２－１０、ＡＣＣ５０９２－１５、ＡＣＣ５０９２－２０、ＡＣＣ５０９２
－２５を用いてもよい。第１の導電性物質と第２の導電性物質とは、同じ材料からなるも
のであってもよいし、異なる材料からなるものであってもよい。
【００１９】



(5) JP 5486178 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　第１および第２の導電性物質の比表面積は、たとえば３００ｍ2／ｇ以上であり、好ま
しくは９００ｍ2／ｇ以上である。比表面積の上限に特に限定はないが、たとえば５００
０ｍ2／ｇ以下や２５００ｍ2／ｇ以下であってもよい。そのような比表面積を有する導電
性物質の一例は活性炭である。なお、この明細書において、「比表面積」とは、窒素ガス
を用いたＢＥＴ法で測定された値である。
【００２０】
　第１および第２のイオン吸着電極は、第１および第２の導電性物質に接触している集電
体を備えてもよい。第１および第２のイオン吸着電極の一例は、集電体と、集電体に塗布
された活性炭粉末と、集電体および活性炭粉末を支持する支持部材とを含む。支持部材に
は、たとえば、布と格子状の部材とを含むシート状の部材を用いることができる。この場
合、集電体／活性炭を含む導電性物質／布／格子状の部材の順で配置される。集電体と格
子状の部材とは、導電性物質および布を挟むように固定される。
【００２１】
　典型的な一例では、第１および第２のイオン吸着電極はともに平板状の電極であり、互
いに平行に配置される。水保持部内に配置される第１および第２のイオン吸着電極の数は
、それぞれ１つ以上であり、複数であってもよい。
【００２２】
　本発明の加湿器は、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸着電極との間に電圧を印加
するための電源を備える。この電源は、水分放散装置に用いられる電源と共用であっても
よいし、電極に電圧を印加するためだけに用いられる電源であってもよい。電源の例には
、ＡＣ／ＤＣコンバータ、充電池、発電装置が含まれる。第１および第２のイオン吸着電
極と電源とは、イオン除去装置として機能する。
【００２３】
　本発明の加湿器では、水保持部内の水の中において第１のイオン吸着電極と第２のイオ
ン吸着電極との間に電圧を印加することによって、水の中のイオンを第１および第２の導
電性物質に吸着させるイオン吸着工程が行われる。また、本発明の加湿器では、第１およ
び第２の導電性物質に吸着されたイオンを水保持部内の水に放出させるイオン放出工程と
が行われる。イオン吸着工程とイオン放出工程とはどのような順序で行われてもよい。た
だし、導電性物質にイオンが吸着されていない初期の状態では、イオン吸着工程が最初に
行われる。イオン吸着工程とイオン放出工程とは交互に行われてもよい。一例では、複数
回のイオン吸着工程と、１回のイオン放出工程とが交互に行われる。この場合、使用する
水のイオン濃度に基づいて、イオン吸着工程を何回連続して行うかを決定してもよい。
【００２４】
　本発明の加湿器では、イオン吸着工程からイオン放出工程に移行する際に、第１の導電
性物質の少なくとも一部および第２の導電性物質の少なくとも一部の両方が、水保持部内
の水の中に浸漬している状態に維持されることが好ましい。この構成によれば、導電性物
質が、水から長時間露出することを防止できる。その結果、乾燥による導電性物質の劣化
を抑制できる。
【００２５】
　本発明の加湿器では、イオン吸着工程からイオン放出工程に移行する際に、第１および
第２の導電性物質の全部が、水保持部内の水の中に浸漬している状態に維持されてもよい
。この構成によれば、導電性物質の全体が、水から長時間露出することを防止できる。
【００２６】
　本発明の加湿器では、加湿器の運転中において、第１の導電性物質の一部および第２の
導電性物質の一部の両方が、水保持部内の前記水の中に浸漬している状態に維持されても
よい。あるいは、加湿器の運転中において、第１および第２の導電性物質の全部が、水保
持部内の前記水の中に浸漬している状態に維持されてもよい。この構成によれば、加湿器
の外部から加湿器（たとえば給水容器）に水を供給するときを除いて、導電性物質の全体
が水から露出することを防止することが可能である。
【００２７】
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　本発明の加湿器では、水保持部が、水を保持する給水容器を含んでもよい。第１および
第２のイオン吸着電極は、給水容器内の下部に配置されていてもよい。そして、給水容器
中の水を水分放散装置に移動するための取水口が給水容器に形成されていてもよい。その
取水口は、第１の導電性物質の最下部および第２の導電性物質の最下部のいずれよりも上
に位置していてもよい。この構成によれば、給水容器の中の水の水位が取水口よりも下が
ってそれ以上給水容器の水が減らなくなった状態になっても、第１の導電性物質の少なく
とも一部および第２の導電性物質の少なくとも一部は水の中に浸漬されているままである
。好ましい一例では、取水口は、第１の導電性物質の最上部および第２の導電性物質の最
上部と同じ高さか、またはそれらのいずれよりも上に位置する。この構成では、加湿器の
運転中において、第１および第２の導電性物質の全体が、常に給水容器内の水に浸漬され
ている。第１および第２の導電性物質を常に水の中に浸漬しておくことによって、乾燥に
よる導電性物質の劣化を抑制できる。また、導電性物質の再生が必要になったときに、す
ぐに再生処理を行うことができる。
【００２８】
　本発明の加湿器では、水保持部が、水を保持する給水容器を含んでもよい。第１および
第２のイオン吸着電極は、給水容器内の下部に配置されていてもよい。そして、本発明の
加湿器は、第１の導電性物質の最下部および第２の導電性物質の最下部のいずれよりも上
の所定の高さに給水容器中の水の水位が到達したことを検知するセンサをさらに備えても
よい。この構成では、水位が所定の高さに到達した時点で加湿運転を停止することができ
、所定の高さよりも水位が低下することを防止できる。所定の高さに給水容器の水の水位
が到達したことを検知するセンサの例には、２つの電気配線間の電気抵抗をモニタするセ
ンサや、ＬＥＤなどの発光素子とフォトダイオードなどの受光素子とを組み合わせたセン
サが含まれる。典型的な一例では、上記所定の高さは、第１の導電性物質の最上部および
第２の導電性物質の最上部と同じ高さか、またはそれらのいずれよりも上に設定される。
この構成では、加湿器の運転中において、第１および第２の導電性物質の全体を、常に給
水容器内の水に浸漬しておくことが可能である。この構成では、取水口を、給水容器の下
部に配置することができ、イオン吸着電極の間を通過した水を水分放散装置に供給するこ
とができる。
【００２９】
　本発明の加湿器では、水保持部が、水を保持する給水容器と、給水容器と水分放散装置
との間に配置された槽（イオン除去槽）とを含んでもよい。この場合、第１および第２の
イオン吸着電極は、イオン除去槽の中に配置される。
【００３０】
　本発明の加湿器において、イオン放出工程は、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸
着電極との間に、イオンが吸着される際の電圧印加方向とは逆の方向に電圧を印加するか
、または、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸着電極とを短絡することによって行わ
れてもよい。第１および第２の導電性物質に吸着されたイオンがイオン放出工程において
放出されることによって、導電性物質が再生される。導電性物質の再生は、第１および第
２の導電性物質が水に浸漬している状態で行われる。第１および第２の導電性物質の全体
が水に浸漬している状態でイオン放出工程を行うことによって、第１および第２の導電性
物質の全体を再生できる。水保持部内の水に放出されたイオンは、水保持部内に残存して
いる水を利用者が廃棄することによって廃棄される。その後、利用者は、新たな水を水保
持部に補給する。このような手順で水を補給することによって、第１および第２の導電性
物質の再生によってイオン濃度が高くなった水を、簡単に廃棄できる。
【００３１】
　導電性物質の再生は、給水容器内の水が所定の水位に到達するごとに行ってもよい。こ
こで、所定の水位は、たとえば、取水口の下限や、上述したセンサで検知される所定の高
さである。また、導電性物質の再生は、導電性物質のイオン吸着能が不充分となったとき
に行ってもよい。導電性物質のイオン吸着量（吸着したイオンの電荷の総量）が、導電性
物質のイオン吸着容量（吸着したイオンの電荷の総量）に近づくとイオン吸着能が不充分
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となる。そのため、予め導電性物質のイオン吸着容量（吸着可能な電荷量）を測定してお
き、導電性物質のイオン吸着量がイオン吸着容量に近づいたときに導電性物質を再生すれ
ばよい。たとえば、イオン吸着量がイオン吸着容量の５０％、６０％、７０％、８０％、
８０％、９０％、または９５％となったときに導電性物質を再生すればよい。イオン吸着
量は、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸着電極との間に流れた電流を積算すること
によって予測することが可能である。また、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸着電
極との間に印加した電圧と、それによって流れた電流値との関係から、イオン吸着量を予
測することも可能である。
【００３２】
　本発明の加湿器は、水保持部の中に、水の電気伝導度を測定するためのセンサ（たとえ
ば電気伝導度計）を備えてもよい。水の電気伝導度はイオン濃度に対応するため、電気伝
導度からイオン濃度を推測できる。センサは、第１および第２のイオン吸着電極が配置さ
れている容器内（たとえば給水容器やイオン除去槽）や、それよりも水分放散装置側に配
置される。上記センサを用いることによって、水の中のイオンが充分に除去されてから水
を水分放散装置に供給することが可能である。また、上記センサを用いることによって、
水の中のイオンの除去速度をモニタすることが可能であり、電気伝導度の低下速度が遅く
なったときにイオン放出工程（電極の再生処理）を行ってもよい。本発明の一例では、水
の電気伝導度が水道水の約１０分の１（たとえば２０μＳ／ｃｍ）以下になるまで、イオ
ン吸着工程でイオンを除去してもよい。
【００３３】
　本発明の加湿器は、第１のイオン吸着電極と第２のイオン吸着電極との間に配置された
金属電極をさらに備えてもよい。そして、第１および第２のイオン吸着電極から選ばれる
少なくとも１つの電極と金属電極との間に、金属電極の表面で水の電気分解が生じるよう
に電圧を印加することによって、水保持部内の水を殺菌してもよい。加湿器では、水分放
散装置に供給される水の中における雑菌の繁殖を防止することが好ましい。そのため、水
分放散装置に供給される水を殺菌することが好ましい。本発明の加湿器では、イオンの吸
着に用いる電極と金属電極とを用いて、水分放散装置に供給される水を簡単に殺菌するこ
とが可能である。
【００３４】
　従来の加湿器の給水タンク中などでは雑菌が繁殖しやすいため、雑菌の繁殖を抑えるに
は塩素が添加されている水道水を用いる必要があった。また、水道水を用いた場合であっ
ても、塩素の殺菌力が長続きしないために、カビや雑菌が加湿器内で繁殖しないように注
意する必要があった。これに対して、上記金属電極を備える加湿器によれば、加湿器内で
カビや雑菌が繁殖することを抑制できる。
【００３５】
　なお、金属電極を用いた殺菌工程を行わなくても、本発明の加湿器では、イオン吸着工
程の際に殺菌効果を得ることが可能である。イオン吸着工程において、アノードが酸素発
生電位になるように、および／または、カソードが水素発生電位になるように、電圧を印
加することによって、イオン吸着電極に触れる菌を殺菌することが可能である。
【００３６】
　なお、第１および第２のイオン吸着電極とは別のイオン吸着電極を殺菌専用に用いても
よい。殺菌専用のイオン吸着電極には、第１および第２のイオン吸着電極に用いることが
できる電極の一例を用いることができる。一例では、殺菌専用の電極と金属電極とは、平
行に配置される。
【００３７】
　金属電極には、その表面で水の電気分解が生じやすい電極を用いることができる。金属
電極の一例は、水の電気分解が生じやすい金属（たとえば白金）が表面に存在する電極で
ある。たとえば、金属電極として、チタンからなる電極や、白金からなる電極や、白金で
コートされた金属（たとえばチタン）からなる電極を用いることができる。金属電極の形
状の例には、平板状、メッシュ状、棒状の形状が含まれる。
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【００３８】
　本発明の加湿器は、水保持部中の水のイオン濃度やｐＨを測定するための機器（たとえ
ばｐＨメータやイオン濃度計や電気伝導度計）を含んでもよい。本発明の加湿器は、イオ
ン吸着電極や金属電極への電圧印加をコントロールするためのコントローラを備えてもよ
い。コントローラの一例は、演算処理装置（内部メモリを含んでもよい）を備え、必要に
応じてさらに外部メモリを含む。コントローラの一例は、ＣＰＵまたはＬＳＩを含む。メ
モリには、種々の工程（加湿、イオン吸着工程、イオン放出工程、殺菌工程など）を実行
するためのプログラムが記録される。コントローラは、各種機器（ファン、ヒータ、超音
波発生器、電源、表示・入力装置など）に接続される。また、加湿器が計測器（たとえば
ｐＨメータやイオン濃度計や電気伝導度計）やセンサを含む場合には、コントローラはそ
れらの計測器やセンサに接続される。コントローラは、計測器からの出力に基づき、各種
機器を制御してもよい。
【００３９】
　以下、本発明の実施形態の例について、図面を参照しながら具体的に説明する。以下の
説明において、同様の部分には同一の符号を付して重複する説明を省略する場合がある。
【００４０】
　［実施形態１］
　実施形態１では、ヒータと気化フィルタとを組み合わせたハイブリッド式の加湿器に本
発明を適用した一例について説明する。実施形態１の加湿器１０の構成を図１に模式的に
示す。加湿器１０は、ケース１１、給水タンク（給水容器）１２、ファン１３、貯水槽１
４、気化フィルタ１５、ヒータ１６、電源１７、コントローラ１８、表示・入力装置１９
、および給水管２０を備える。電源１７は、複数の電源を含んでもよい。電源１７とコン
トローラ１８とは接続されている。また、電源１７とヒータ１６、電源１７とファン１３
、コントローラ１８と表示・入力装置１９とはそれぞれ接続されているが、配線の図示を
省略する。ファン１３、気化フィルタ１５、ヒータ１６、および電源１７は、水分放散装
置として機能する。給水タンク１２、給水管２０および貯水槽１４は、水保持部として機
能する。
【００４１】
　給水タンク１２は、着脱自在にケース１１にセットできる。給水タンク１２の上部には
、蓋１２ａが配置されている。利用者は、蓋１２ａを開けた状態で給水タンク１２に水を
補給する。給水タンク１２には、通常、水道水などが補給される。以下では、給水タンク
１２に水道水が補給される例について説明する。
【００４２】
　給水タンク１２の側壁には、給水口１２ｂが形成されている。給水口１２ｂには弁１２
ｃが配置されている。給水口１２ｂと貯水槽１４とは、給水管２０によって接続される。
給水口１２ｂに接続される側の給水管２０の端部には、弁１２ｃを押し開けるための凸部
２０ａが形成されている。給水タンク１２がケース１１にセットされると、凸部２０ａが
弁１２ｃを押し上げる。その結果、給水タンク１２の水が給水管２０を介して貯水槽１４
に供給される。
【００４３】
　加湿器１０は、貯水槽１４の中の水１２０が貯水槽１４からあふれないようにするため
の、水位調節手段（図示せず）を備える。水位調節手段には、公知のものを用いることが
できる。水位調節手段の一例は、貯水槽１４に配置されたフロートと、給水管２０の途中
に配置されたバルブとを含む。バルブはフロートの位置に連動して開閉する。貯水槽１４
の水位が上昇するに伴ってフロートが上昇すると、バルブが閉められ給水が停止する。貯
水槽１４の水位が低下するに伴ってフロートが下降すると、バルブが開けられて給水が行
われる。
【００４４】
　気化フィルタ１５は、貯水槽１４内の水を吸い上げて水の気化を促進させる。気化フィ
ルタ１５は、たとえば、不織布や目の細かいフィルタを蛇腹状に折りたたむことによって
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形成できる。
【００４５】
　ファン１３は、気化フィルタ１５に送風を行う。ファン１３によって発生した風は、ヒ
ータ１６で暖められたのちに気化フィルタ１５に到達する。ヒータ１６で風を暖めること
によって、水の気化が促進される。水蒸気を含んだ風は、ケース１１に形成された排気口
１１ａから排出され、加湿が行われる。
【００４６】
　ファン１３およびヒータ１６には、電源１７から電力が供給される。電源１７は、コン
セントからの交流電圧を直流電圧に変換して出力するためのＡＣ／ＤＣコンバータを含む
。電源１７は、コントローラ１８によってコントロールされる。コントローラ１８は、表
示・入力装置１９によって入力された指示に基づいて加湿器１０を制御する。表示・入力
装置１９は、タッチパネルである。表示・入力装置１９の代わりに、液晶などの表示装置
とボタンなどの入力装置とを備えてもよい。
【００４７】
　給水タンク１２内には、イオン除去と殺菌とを行うための電極群１００が配置されてい
る。電極群１００を電極の表面に垂直な方向から見たときの配置を、図２に模式的に示す
。なお、イオン吸着電極を含む電極群（必要に応じて金属電極をさらに含む）を、交換可
能なカートリッジ式としてもよい。カートリッジ式とすることによって、電極の性能が劣
化したときに、電極群をユーザが容易に交換できる。
【００４８】
　図２を参照して、電極群１００は、第１のイオン吸着電極１０１および１０２と、それ
らの間に配置された金属電極１０３とを含む。それらの電極は平板状の電極であり、互い
に平行に配置されている。それぞれの電極は、給水タンク１２の底面に形成された３つの
電極端子１０４ａ～１０４ｃに接続されている。電極端子１０４ａ～１０４ｃは、それぞ
れ、給水タンク１２がケース１１にセットされたときに、ケース１１に形成された電極端
子２１ａ～２１ｃに接続される。電極端子２１ａ～２１ｃは電源１７に接続されている。
給水タンク１２の給水口１２ｂの最下部は、電極群１００の最上部よりも上方に位置する
。
【００４９】
　後述するイオン吸着工程においてアノードとなるイオン吸着電極１０１のイオン吸着容
量を、イオン吸着工程においてカソードとなるイオン吸着電極１０２のイオン吸着容量の
１．１倍～２倍の範囲（たとえば１．２倍～１．５倍の範囲）としてもよい。アノードの
イオン吸着容量とカソードのそれとが同じである場合、通常、アノードの方が先に水の電
気分解電圧に到達する。そのため、アノードのイオン吸着容量が大きい方が、バランスよ
くアノードとカソードとにイオンを吸着させることができる。たとえば、イオン吸着電極
１０１の導電性物質とイオン吸着電極１０２の導電性物質とが同じ物質である場合（両者
の単位重量当たりのイオン吸着容量が同じである場合）には、イオン吸着電極１０１に含
まれる導電性物質の重量を、イオン吸着電極１０２に含まれる第２の導電性物質の重量の
１．１倍～２倍の範囲（好ましくは、１．２倍～１．５倍の範囲）にすればよい。一例の
電極群１００では、イオン吸着電極１０１の数がイオン吸着電極１０２の数より多い。
【００５０】
　イオン吸着電極１０１および１０２は、それぞれ、活性炭繊維クロスを含む。イオン吸
着電極１０１および１０２の一例の正面図を、図３（Ａ）に示す。また、図３（Ａ）の線
IIIＢ－IIIＢにおける断面図を図３（Ｂ）に示す。図３（Ａ）および３（Ｂ）のイオン吸
着電極２００は、集電体２０１と、集電体２０１を挟むように配置された２つの活性炭繊
維クロス２０２と、２つの活性炭繊維クロス２０２のそれぞれの外側に配置された２つの
保護部材２０３とを含む。保護部材２０３は格子状の樹脂からなる。なお、集電体２０１
の周囲は樹脂などで覆われていることが好ましい。
【００５１】
　給水タンク１２への給水は、給水タンク１２をケース１１から取り外して蓋１２ａを開
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けた状態で行うことができる。給水された給水タンク１２をケース１１にセットし、表示
・入力装置１９から加湿の指示を行うことによって加湿が開始される。このときの状態を
、図４（Ａ）に示す。加湿によって給水タンク１２内の水１２０の水位は下がるが、給水
口１２ｂの最下部よりも水位が下がることはない。したがって、加湿による水位の低下に
よって電極群１００が水面から露出することはない。
【００５２】
　給水タンク１２の中の水１２０（水道水）は、カルシウムイオンやマグネシウムイオン
を含む。加湿器１０では、給水タンク１２の中の水１２０に含まれるイオンの濃度を低減
するイオン吸着工程が行われる。イオン吸着工程における、電源１７および電極群１００
の動作について説明する。以下の図では、水１２０の中に含まれる、水素イオン（Ｈ+）
以外の陽イオンを「Ｍ+」で表す。また、水１２０の中に含まれる、水酸化物イオン（Ｏ
Ｈ-）以外の陽イオンを「Ａ-」で表す。すなわち、水素イオン以外の１価以上（１価、２
価、３価など）の陽イオンをまとめて「Ｍ+」で表す。また、水酸化物イオン以外の１価
以上（１価、２価、３価など）の陰イオンをまとめて「Ａ-」で表す。
【００５３】
　給水された給水タンク１２がケース１１にセットされて加湿が開始されると、電源１７
によって、イオン吸着電極１０１とイオン吸着電極１０２との間に直流電圧が印加される
。印加される電圧は、たとえば０．５～５０ボルト（たとえば１～２０ボルトや２ボルト
～２０ボルト）の範囲にあり、イオン吸着電極１０１および１０２の表面で水の電気分解
が起こらない電圧であることが好ましい。水１２０のイオン濃度が低い場合、水１２０の
抵抗が高いため、高い電圧を印加しても水の電気分解が起こるとは限らない。
【００５４】
　給水タンク１２内の水の電気伝導度が所定の値以下になったときに給水タンク１２から
貯水槽１４に水が供給されるようにしてもよい。この場合、貯水槽の水量が所定の量以下
になったときに加湿を停止してもよい。また、所定時間のイオン吸着工程を行っても、給
水タンク１２の中の水の電気伝導度が所定の値以下にならない場合には、イオン吸着工程
を中止してイオン再生工程を開始してもよい。
【００５５】
　イオン吸着電極１０１がアノードである場合の状態を、図４（Ｂ）に模式的に示す。こ
の場合、イオン吸着電極１０１（アノード）の活性炭繊維クロス（導電性物質）には陰イ
オン（Ａ-）が吸着され、イオン吸着電極１０２（カソード）の活性炭繊維クロスには陽
イオン（Ｍ+）が吸着される。その結果、水１２０中において、スケールの原因となるカ
ルシウムイオンやマグネシウムイオンなどの濃度が減少する。以下、イオン吸着電極１０
１とイオン吸着電極１０２との間に直流電圧を印加することによってイオンを除去する工
程を、「イオン吸着工程」という場合がある。
【００５６】
　イオン吸着工程は、水１２０中のイオン濃度が所定の濃度に低下した時点で終了しても
よい。加湿器１０は、水１２０中のイオン濃度をモニタするための計器（たとえば電気伝
導度計やイオン濃度計）を、給水タンク１２、給水管２０または貯水槽１４内に備えても
よい。
【００５７】
　給水タンク１２の水１２０の水位が給水口１２ｂの下部またはその近傍まで低下すると
、加湿器１０はそれを検知して、給水が必要なことを利用者に知らせる。以下、水１２０
の水位が低下して給水が必要となった時を、「給水時期」という場合がある。給水時期に
おいては、２つのイオン吸着電極間への電圧印加を停止してもよい。水位の低下は、たと
えば、給水タンク１２に設置した水検出センサや、ケース１１や貯水槽１４に設置したセ
ンサによって検出できる。給水が必要なことを利用者に知らせる方法としては、ブザーや
、表示・入力装置１９における表示が挙げられる。
【００５８】
　利用者は、給水タンク１２に水を補給する。このとき、給水タンク１２に残存していた
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水を捨ててから給水してもよいし、水を捨てないで給水してもよい。給水タンク１２をケ
ース１１から取り外している間は、２つのイオン吸着電極間はフローティングの状態とな
っている。この状態において、イオン吸着電極の導電性物質に吸着されているイオンは、
導電性物質の表面に存在する表面電荷とクーロン力で結びついている。そのため、電極が
フローティングの状態になっても、導電性物質の表面に吸着されているイオンのほとんど
は、水１２０中に放出されない。
【００５９】
　給水された給水タンク１２がケース１１にセットされて再び加湿が行われると、上述し
たイオン吸着工程が再び行われる。このとき、導電性物質に吸着されたイオンが水１２０
中に放出されないように、前回のイオン吸着工程における電圧印加と同じ方向に電圧が印
加される。加湿器１０は、電源１７の内部または電源１７とイオン吸着電極との間に電流
計（図示せず）を備える。その電流計は、イオン吸着工程において２つのイオン吸着電極
間を流れた電流値を出力する。コントローラ１８は、出力された電流値を積算し、積算さ
れた電流値に基づいてイオン吸着電極１０１および１０２に吸着されているイオンの量を
推測する。なお、２つのイオン吸着電極間に印加する電圧と、それらの電極間を流れる電
流値との関係からイオン吸着電極１０１および１０２に吸着されているイオンの量を推測
してもよい。
【００６０】
　イオン吸着電極１０１および１０２に吸着されているイオンの量がそれらのイオン吸着
容量に近づくほど、イオン吸着電極１０１および１０２のイオン吸着能力は低下する。そ
のため、イオン吸着電極１０１および１０２に吸着されていると推測されるイオンの量が
予め設定された量に到達すると、コントローラ１８において、イオン吸着電極の再生を行
うフラグがオンになる。イオン吸着電極の再生を行うフラグがオンになるのは、吸着され
ていると推測されるイオンの量が、イオン吸着容量の５０％、６０％、７０％、８０％、
または９０％に到達したときであってもよい。また、イオンの吸着量とは無関係に、給水
時期に到達するたびにイオン吸着電極を再生してもよい。また、給水時期に到達した回数
をカウントしておき、所定の回数ごとにイオン吸着電極を再生してもよい。
【００６１】
　給水時期に到達したときの加湿器１０の状態を図５（Ａ）に示す。給水時期に到達した
ときも水１２０の水位は給水口１２ｂよりも下がることはない。したがって、給水タンク
１２がケース１１にセットされている間は、電極群１００が水面から露出することはない
。
【００６２】
　給水時期においてイオンの再生を行うフラグがオンであると、コントローラ１８はイオ
ン吸着電極１０１および１０２の再生操作を行う。具体的には、イオン吸着電極１０１お
よび１０２に吸着されているイオンを、水１２０中に放出させる（イオン放出工程）。
【００６３】
　イオン放出工程の一例では、イオン吸着電極１０１とイオン吸着電極１０２との間に、
イオン吸着工程における電圧印加とは逆方向に電圧が印加される。具体的には、イオン吸
着電極１０１がカソードとなるように電圧が印加される。その状態を図５（Ｂ）に模式的
に示す。この場合、イオン吸着電極１０１（カソード）の活性炭繊維クロスに吸着されて
いた陰イオン（Ａ-）は、水１２０中に放出される。また、イオン吸着電極１０２（アノ
ード）の活性炭繊維クロスに吸着されていた陽イオン（Ｍ+）は、水１２０中に放出され
る。このようにして、イオン吸着電極１０１および１０２が再生される。
【００６４】
　なお、イオン吸着電極１０１とイオン吸着電極１０２とを短絡させることによってイオ
ン放出工程を行ってもよい。２つの電極を短絡させると、活性炭繊維クロスの表面に存在
する表面電荷が打ち消し合うため、活性炭繊維クロスに吸着されているイオンが水１２０
中に放出される。また、イオン吸着電極１０１と金属電極１０３との間に電圧を印加して
イオン吸着電極１０１を再生し、イオン吸着電極１０２と金属電極１０３との間に電圧を
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印加してイオン吸着電極１０２を再生してもよい。
【００６５】
　イオン放出工程は、イオン吸着電極１０１および１０２に吸着されているイオンの大部
分が放出されたと予測される時点で終了する。イオン放出工程の終了時期は、イオン放出
工程の開始から予め決められた時間が経過した時期としてもよい。また、イオン放出工程
の終了時期は、イオン放出工程においてイオン吸着電極を流れた電流値を積算することに
よって決定してもよい。また、イオン放出工程の終了時期は、２つのイオン吸着電極間に
印加する電圧と、それらの電極間を流れる電流値との関係から決定してもよい。また、給
水タンク１２内の水の電気伝導度を連続的にモニタし、電気伝導度が最大値を超えて減少
し始める時点でイオン放出工程を終了してもよい。
【００６６】
　イオン放出工程によって、給水タンク１２に残存する水１２０中のイオン濃度は高濃度
となる。そのため、イオン放出工程を行った後に、給水タンク１２に残存する水１２０を
廃棄することが必要である。イオン放出工程が終了すると、加湿器１０は、給水時期であ
ること、および、給水タンク１２に残存する水１２０を廃棄する必要があることを利用者
に告知する。その告知は、たとえば、ブザーおよび／または表示・入力装置１９によって
行われる。
【００６７】
　利用者は、告知に従い、給水タンク１２をケース１１から取り外し、蓋１２ａを開け、
給水タンク１２内の水１２０を廃棄する。水１２０は、水道水に含まれるイオンの濃度が
高いだけの水であるため、特別な処理をすることなく廃棄できる。利用者は、必要に応じ
て給水タンク１２内を水で１回以上すすいでもよい。その後、利用者は、給水タンク１２
に水を補給する。このようにして、イオン吸着工程とイオン放出工程とが繰り返されなが
ら加湿が行われる。
【００６８】
　本発明の加湿器において、加湿とイオン吸着工程とは別々の時間に行ってもよいし、同
時に行ってもよい。たとえば、加湿を行っているときだけイオン吸着工程を行ってもよい
。また、給水タンクがセットされた際に、加湿が行われるか否かにかかわらず、一定時間
だけイオン吸着工程を行ってもよい。
【００６９】
　加湿器１０では、給水タンク１２から供給される水の中のイオン濃度を減らすことがで
きる。そのため、加湿器１０にスケールが付着したり、加湿器１０から放散された水蒸気
が結露することによって家具や壁や窓ガラスなどにスケールが付着したりすることを防止
できる。また、加湿器１０は、イオン交換樹脂を用いている従来の加湿器とは異なり、短
時間でイオン吸着電極を再生でき、また、再生に多量の水を必要とすることもない。また
、イオン吸着電極の再生の際に生じるイオン濃度が高い水の廃棄も簡単である。
【００７０】
　［殺菌工程］
　加湿器１０では、イオン吸着電極と金属電極１３０とを用いて給水タンク１２中の水１
２０を殺菌することが可能である。殺菌工程は、イオン吸着電極１０１および１０２から
選ばれる少なくとも１つと金属電極１３０との間に電圧を印加することによって行われる
。電圧の印加は電源１７によって行われる。以下に、殺菌工程の２つの例について説明す
る。
【００７１】
　［殺菌工程の第１の例］
　第１の例では、イオン吸着電極１０１がアノードとなるように、イオン吸着電極１０１
と金属電極１３０との間に直流電圧が印加される。印加される電圧は、たとえば２ボルト
～５０ボルトの範囲にあり、金属電極１３０の表面で水の電気分解が生じる電圧である。
第１の例における殺菌工程の状態を、図６（Ａ）に模式的に示す。第１の例の殺菌工程で
は、水１２０中の陰イオン（Ａ-）がイオン吸着電極１０１に吸着される。また、金属電
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極１３０の表面において水が電気分解され、水素ガスと水酸化物イオンとが発生する。そ
の結果、水１２０がアルカリ性となり、アルカリ性に弱い菌が減少する。また、水１２０
の電位が低い還元電位になることによっても殺菌が行われる。第１の例の殺菌工程では、
水１２０のｐＨがたとえば９～１１の範囲となるように電圧を印加してもよい。
【００７２】
　第１の例の殺菌工程を行うと、イオン吸着電極１０１に吸着されている陰イオンの電荷
量が、イオン吸着電極１０２に吸着されている陽イオンの電荷量よりも多くなる。また、
水１２０がアルカリ性となる。これらを元の状態に戻すため、第１の例の殺菌工程の後に
、イオン吸着電極１０１と金属電極１３０との間に、第１の例の殺菌工程における電圧印
加とは逆方向の電圧を印加する処理（復元処理）を行ってもよい。
【００７３】
　［殺菌工程の第２の例］
　第２の例では、イオン吸着電極１０２がカソードとなるように、イオン吸着電極１０２
と金属電極１３０との間に直流電圧が印加される。印加される電圧は、たとえば２ボルト
～５０ボルトの範囲にあり、金属電極１３０の表面で水の電気分解が生じる電圧である。
第２の例における殺菌工程の状態を、図６（Ｂ）に模式的に示す。第２の例の殺菌工程で
は、水１２０中の陽イオン（Ｍ+）がイオン吸着電極１０２に吸着される。また、金属電
極１３０の表面において水が電気分解され、酸素ガスと水素イオンとが発生する。その結
果、水１２０が酸性となり、酸性に弱い菌が減少する。また、水１２０の電位が高い酸化
電位になることによっても殺菌が行われる。第２の例の殺菌工程では、水１２０のｐＨが
たとえば３～５の範囲となるように電圧を印加してもよい。
【００７４】
　第２の例の殺菌工程を行うと、イオン吸着電極１０２に吸着されている陽イオンの電荷
量が、イオン吸着電極１０１に吸着されている陰イオンの電荷量よりも多くなる。また、
水１２０が酸性となる。これらを元の状態に戻すため、第２の例の殺菌工程の後に、イオ
ン吸着電極１０２と金属電極１３０との間に、第２の例の殺菌工程における電圧印加とは
逆方向の電圧を印加する処理（復元処理）を行ってもよい。
【００７５】
　加湿器１０では、第１の例の殺菌工程および第２の例の殺菌工程のいずれか一方のみを
行ってもよいし、両方を行ってもよい。最終的に水１２０のｐＨがほぼ中性（たとえばｐ
Ｈが５より大きく９未満や、５．５～８．５や、６～８）となるように、両方を組み合わ
せて行ってもよい。また、イオン吸着電極１０１とイオン吸着電極１０２とを短絡し、そ
れらのイオン吸着電極と金属電極との間に電圧を印加してもよい。また、加湿器１０は、
殺菌工程を行うための第３のイオン吸着電極を備えてもよい。また、殺菌工程を行うため
のイオン吸着電極と金属電極とは、給水タンク１２以外の箇所（たとえば貯水槽１４）に
設置されてもよい。また、加湿器１０は、給水タンク１２内の水１２０のｐＨをモニタす
るためのｐＨメータを、給水タンク１２内に備えてもよい。そして、ｐＨメータの出力に
基づいて殺菌処理および殺菌処理後の復元処理が行われてもよい。なお、殺菌を行わない
場合には金属電極１３０を省略することが可能である。
【００７６】
　上記第１の例の殺菌工程と上記第２の例の殺菌工程とを交互に行うことによって、酸化
力と酸による殺菌と、還元力とアルカリによる殺菌とを行いながら、イオンを吸着するこ
とが可能である。この場合、イオン除去が充分でない場合があるので、殺菌・イオン吸着
工程を行ったのちに、通常のイオン吸着工程を行ってもよい。
【００７７】
　水１２０の殺菌を行うことができる限り、殺菌工程を行う時期に限定はない。一例では
、水が補給された給水タンク１２がケース１１にセットされた後の一定時間だけ殺菌工程
が行われ、その後はイオン吸着工程が行われる。他の一例では、加湿が開始された後の一
定時間だけ殺菌工程が行われる。
【００７８】
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　［スケールの除去工程］
　なお、上述した殺菌工程では、酸性の水が調製される。この酸性の水を貯水槽に供給す
ることによって、貯水槽に形成されたスケール（たとえばカルシウム塩）を溶解させるこ
とができる。すなわち、本発明の加湿器では、イオン吸着電極がカソードとなるように、
イオン吸着電極と金属電極との間に直流電圧を印加し、それによって得られた酸性の水で
スケールを溶解させる工程が行われてもよい。水の中のイオンをイオン吸着工程によって
完全に除去することはできない。そのため、加湿器を長期間使用すると、わずかなスケー
ルが加湿器に付着する場合がある。そのような場合であっても、スケール除去工程を行う
ことによって、スケールを除去することができる。
【００７９】
　［加湿器１０の制御の一例］
　コントローラ１８によって行われる、加湿器１０の制御の一例を図７に示す。まず、利
用者によって加湿の指示がなされると、コントローラ１８は、給水タンク１２に所定の量
以上の水が存在するかどうかをセンサの出力から判断する（ステップ７０１）。所定の量
以上の水が存在しない場合には、イオン放出工程のフラグがオンであるか否かをチェック
する（ステップ７０２）。イオン放出工程のフラグがオンでなければ、水の供給が必要な
ことを利用者に知らせる（ステップ７０３）。イオン放出工程のフラグがオンであれば、
イオン放出工程を行い（ステップ７０４）、その後、給水タンク１２内に残存する水を廃
棄して新たな水を入れることが必要なことを利用者に知らせる（ステップ７０５）。
【００８０】
　ステップ７０１において、給水タンク１２内に所定の量以上の水が存在する場合には、
イオン吸着工程と加湿とを開始する（ステップ７０６）。加湿中は、給水タンク１２内に
所定の量以上の水が存在するかどうかをチェックする（ステップ７０１）。このようにし
て、加湿が行われる。
【００８１】
　［実施形態２］
　実施形態２では、イオン除去槽を備える加湿器の一例について説明する。実施形態２の
加湿器１０ａの構成を図８に示す。理解を容易にするため、図８では、給水タンク１８０
の断面を示す。
【００８２】
　加湿器１０ａは、給水タンク１８０を備える。給水タンク１８０は、給水容器１８１と
イオン除去槽１８２とを備える。給水容器１８１とイオン除去槽１８２とは狭い管で接続
されており、水の自由な移動が制限されている。
【００８３】
　イオン除去槽１８２は、給水容器１８１と水分放散装置との間に配置される。実施形態
２の例では、イオン除去槽１８２は、給水容器１８１と貯水槽１４との間に配置されてい
る。なお、イオン除去槽１８２は、給水タンク１８０の内部ではなく、ケース１１の内部
に配置してもよい。給水タンク１８０を除いて加湿器１０ａは、実施形態１の加湿器１０
と同様の構成を有するため、重複する説明を省略する。加湿器１０ａにおいて、給水容器
１８１、イオン除去槽１８２、給水管２０および貯水槽１４は、水保持部として機能する
。
【００８４】
　給水タンク１８０は、実施形態１の給水タンク１２と同様に、着脱自在にケース１１に
セットできる。給水容器１８１の上部には、蓋１８１ａが配置されている。利用者は、蓋
１８１ａを開けた状態で給水容器１８１に水を補給する。給水容器１８１には、通常、水
道水などが補給される。以下では、給水容器１８１に水道水が補給される例について説明
する。
【００８５】
　イオン除去槽１８２の下部には、弁１８２ａを備える給水口１８２ｂが形成されている
。給水口１８２ｂと貯水槽１４とは、給水管２０によって接続される。給水口１８２ｂに
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接続される側の給水管２０の端部には、弁１８２ａを押し開けるための凸部２０ａが形成
されている。給水タンク１８０がケース１１にセットされると、凸部２０ａが弁１８２ａ
を押し上げる。その結果、イオン除去槽１８２の水が給水管２０を介して貯水槽１４に供
給される。給水管２０には、バルブ２０ｂが配置されている。
【００８６】
　イオン除去槽１８２の内部には、実施形態１で説明した電極群１００が配置されている
。電極群１００を構成する各電極は、給水タンク１８０の底面に形成された電極端子１０
４ａ～１０４ｃに接続されている。電極端子１０４ａ～１０４ｃは、それぞれ、給水タン
ク１８０がケース１１にセットされたときに、ケース１１に形成された電極端子２１ａ～
２１ｃに接続される。電極端子２１ａ～２１ｃは電源１８に接続されている。イオン除去
槽１８２には、イオン除去槽１８２内の水の電気伝導度を測定する電気伝導度計１８３が
配置されている。電気伝導度計１８３の出力は、電極端子に隣接する端子（図示せず）を
介してコントローラ１８に入力される。
【００８７】
　加湿は、水が入れられた給水タンク１８０をケース１１にセットした状態で行われる。
イオン除去槽１８２内の水の電気伝導度が所定の値よりも高い場合には、加湿器１０ａは
、給水管２０のバルブ２０ｂを閉じた状態でイオン除去槽１８２内の水のイオンを除去す
る。イオンの除去方法は、実施形態１で説明した方法と同様である。加湿器１０ａでは、
イオン除去槽１８２内の水のイオンが優先的に除去される。そのため、短時間でイオン除
去槽１８２内のイオン濃度を低下させることが可能である。
【００８８】
　コントローラ１８は、電気伝導度計１８３の出力をモニタし、イオン除去槽１８２内の
水の電気伝導度が所定の値まで低下した時点で、所定の時間だけバルブ２０ｂを開く。そ
の結果、イオン濃度が低減されたイオン除去槽１８２内の水が、貯水槽１４に導入される
。バルブ２０ｂを開く時間は、イオン除去槽１８２内の水の大部分がイオン除去槽１８２
から排出されたと推測される時間に設定される。イオン除去槽１８２内には給水容器１８
１から新たな水が導入されるため、導入された水に対して再度、イオン吸着工程を行う。
このように、加湿器１０ａでは、バッチ方式によってイオン吸着工程が行われる。なお、
給水管２０にバルブ２０ｂを設けずに、通液方式によってイオン吸着工程を行ってもよい
。
【００８９】
　加湿器１０ａは、給水容器１８１内の水がなくなったことを検知するセンサを備える。
センサには、たとえば、発光素子と受光素子とを組み合わせたセンサや、水センサを用い
ることができる。給水容器１８１内の水がなくなったことをセンサからの出力に基づいて
コントローラ１８が検知すると、コントローラ１８は、給水が必要なことを利用者に通知
する。給水容器１８１内の水がなくなった時点で加湿を中止してもよい。そのようにする
ことによって、電極群１００が水から露出することを確実に防止できる。
【００９０】
　実施形態１の加湿器１０と同様に、加湿器１０ａでは、必要に応じて、第１および第２
のイオン吸着電極１０１および１０２の再生（イオン放出工程）が行われる。電極の再生
は、給水容器１８１内の水がなくなるたびに行ってもよい。あるいは、再生は、所定の時
間だけ加湿を行うたびに行ってもよい。あるいは、再生は、イオン吸着電極１０１および
１０２のイオン吸着能が低下するたびに行ってもよい。イオン吸着能の低下の検出は、電
気伝導度計１８３の出力をモニタすることによって行ってもよい。
【００９１】
　［加湿器１０ａの制御の一例］
　加湿器１０の制御の一例を、図９に示す。利用者によって加湿の指示がなされると、コ
ントローラ１８は、給水容器１８１内に所定量以上の水が存在するかどうかをセンサの出
力から判断する（ステップ９０１）。ここで、所定量は、イオン除去槽１８２と同じ体積
であってもよい。
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【００９２】
　給水容器１８１内に所定量以上の水が存在しない場合には、イオン放出工程のフラグが
オンであるか否かをチェックする（ステップ９０２）。イオン放出工程のフラグがオンで
なければ、水の供給が必要なことを利用者に知らせる（ステップ９０３）。イオン放出工
程のフラグがオンであれば、イオン放出工程を行い（ステップ９０４）、その後、給水タ
ンク１２内に残存する水を廃棄して新たな水を入れることが必要なことを利用者に知らせ
る（ステップ９０５）。
【００９３】
　ステップ９０１において、給水容器１８１内に所定の量以上の水が存在する場合には、
電気伝導度計１８３の出力に基づいて、イオン除去槽１８２内の水の電気伝導度が所定の
値以下であるかどうかをチェックする（ステップ９０６）。電気伝導度が所定の値以下で
ない場合には、イオン吸着工程を開始する（ステップ９０７）。イオン吸着工程の間は、
コントローラ１８は、電気伝導度計１８３の出力に基づいて、イオン除去槽１８２内の水
の電気伝導度が所定の値以下であるかどうかをチェックする（ステップ９０６）。
【００９４】
　ステップ９０６において、電気伝導度が所定の値以下である場合には、所定の時間だけ
バルブ２０ｂを開く（ステップ９０８）。ステップ９０８によって、イオン除去槽１８２
内の水が貯水槽１４に導入されるとともに、給水容器１８１の水がイオン除去槽１８２に
導入される。バルブ２０ｂが閉じられたのち、加湿とイオン吸着工程とを行う（ステップ
９０９）。このようにして、加湿が行われる。
【００９５】
　なお、実施形態１および２で説明した制御は、一例であり、本発明の加湿器の制御は図
７および図９に示した例に限定されない。
【００９６】
　上記実施形態では、ハイブリッド式の加湿器の一例について説明した。しかし、本発明
は、他の形式の加湿器にも適用できる。たとえば、本発明は、加熱式（スチーム式）、気
化式（ヒートレスファン式）、または超音波式の加湿器にも適用できる。それらの加湿器
は、イオン吸着工程およびイオン放出工程を行うための上述の要素（イオン吸着電極、電
源など）を含み、必要に応じてさらに殺菌工程を行うための要素（金属電極など）を含む
。
【００９７】
　以上、本発明の実施の形態について例を挙げて説明したが、本発明は、上記実施の形態
に限定されず本発明の技術的思想に基づき他の実施形態に適用することができる。
【００９８】
　別の観点では、他の加湿器（Ａ）は、水を保持する水保持部と、水保持部から供給され
た水を空中に放散する水分放散装置とを備える加湿器であって、加湿器内で再生可能なイ
オン除去装置を備えることを特徴とする。イオン除去装置は、上述したイオン吸着電極お
よび電源によって構成される。加湿器（Ａ）では、イオン吸着工程からイオン放出工程に
移行する際に、第１の導電性物質の少なくとも一部および第２の導電性物質の少なくとも
一部の両方が、水保持部内の水の中に浸漬している状態に維持されてもよいし、維持され
なくてもよい。この点を除いて、加湿器（Ａ）は、上述した本発明の加湿器と同様の構成
とすることができるため、重複する説明を省略する。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、加湿器に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】図１は、本発明の加湿器の一例を模式的に示す図である。
【図２】図１に示した加湿器に含まれる電極群の配置を示す図である。
【図３】図３（Ａ）は図１に示した加湿器で用いられるイオン吸着電極の一例を示す正面
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【図４】図４（Ａ）は、加湿時における本発明の加湿器の状態を示す図である。図４（Ｂ
）は、イオン吸着工程を模式的に示す図である。
【図５】図５（Ａ）は、給水が必要な状態となったときの本発明の加湿器の状態を示す図
である。図５（Ｂ）は、イオン放出工程を模式的に示す図である。
【図６】図６（Ａ）は、殺菌工程の一例を模式的に示す図である。図６（Ｂ）は、殺菌工
程の他の一例を模式的に示す図である。
【図７】図７は、実施形態１の加湿器の制御の一例を示す図である。
【図８】図８は、本発明の加湿器の他の一例を模式的に示す図である。
【図９】図９は、実施形態２の加湿器の制御の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１０、１０ａ　加湿器
　１１　ケース
　１２、１８０　給水タンク
　１２ａ　蓋
　１２ｂ　給水口
　１２ｃ　弁
　１３　ファン
　１４　貯水槽
　１５　気化フィルタ
　１６　ヒータ
　１８　電源
　１８　コントローラ
　１９　表示・入力装置
　２０　給水管
　２０ａ　凸部
　２０ｂ　バルブ
　２１ａ～２１ｃ、１０４ａ～１０４ｃ　電極端子
　１００　電極群
　１０１　第１のイオン吸着電極
　１０２　第２のイオン吸着電極
　１０３　金属電極
　１８１　給水容器
　１８２　イオン除去槽
　２００　イオン吸着電極
　２０１　集電体
　２０２　活性炭繊維クロス
　２０３　保護部材
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